
わ
が
国
の
性
表
現
規
制
の
現
在

「
社
会
通
念
」

の
検
討
を
中
心
と
し
て

飯

野

守

は
じ

め
に

性
表
現
規
制

と

い
う
問
題
を
考
え

る
と
き
、
わ
が
国

で
は

一
般

に
、
著
名

な

「
チ

ャ
タ

レ
イ
夫
人

の
恋
人
」
事

件
最
高

裁
大
法

廷
判
決

(後

述
)
以
来

の
判

例

の
蓄

積
が
厳
然

と
し
て
存

在
す

る
も

の
と
考

え
ら
れ

て
き

た
。
と

こ
ろ
が
、

現
在

で
は
、

か

つ
て
は
到
底

許
さ
れ
な

か

っ
た
と
思
わ
れ

る
性
表

現
が
氾
濫

し

て
お
り
、

一
九
九

六
年

一
一
月

に
は
、
最
高
裁

に
よ
り

「
わ

い
せ

つ
」

と
判
断

さ

れ
た
伊
藤

整
訳

『
チ

ャ
タ

レ
イ
夫
人

の
恋
人
』

の
削
除
部
分

を
復
活

さ
せ

た

　ユ
　

完
訳
版

そ

の
も

の
も
復
刊

さ
れ
る

に
至

っ
て
い
る
。

こ

の
よ
う
な
現
状

の
下

で
、
裁

判
所

に
よ
る

「
わ

い
せ

つ
」
性
判
断

の
基
準

や
方
法

は
変
化

し
た

の
か
し
て

い
な

い
の
か
に

つ
い
て
、

こ
こ
で
問
題
点

を
整

理

し
て
お
く
こ
と

に
は
大
き

な
意

義
が
あ

る
と
思

わ
れ
る
。

以
下

、
本

小
論

で
は
、
「
わ

い
せ

つ
」

な
性
表
現

の
規
制

と

い
う
問

題

の
重

要
な
論
点

の

一
つ
で
あ

る

「
社
会

通
念

」

の
問
題
点

に
テ

ー

マ
を
絞

っ
て
検

討

す

る
こ
と
と
し
、
次
章

で
、
今

日
ま

で
の
主

と
し

て
最
高
裁

の
判
例

を
整

理
し

た
う

・兄
で
、
第

三
章

お
よ
び
第

四
章

で
、
「
わ

い
せ

つ
」
性

判
断

の
基
準

と
し

　　
　

て
の

「社
会

通
念
」

の
問
題
点

を
明
ら

か
に
し
た

い
。

二

わ
が
国
に
お
け
る
性
表
現
規
制
を
め
ぐ
る
主
要
な
判
例

「
わ

い
せ

つ
」
な
性
表

現

に
関

す

る
今

日
ま

で

の
判
決

の
う

ち
、
最

も
重
要

な
も

の
と
考

え
ら

れ

て
き

た

の
は
、
「
チ

ャ
タ

レ
イ
夫
人

の
恋
人
」
事

件
最
高

　
ヨ
　

裁

大
法
廷

判
決

(
以

下
、

「
チ
ャ
タ

レ
イ
判

決
」
と

す

る
)

で
あ

る
。

ま

た
、

そ

の
後

の
著

名
な
最

高
裁
判

決
と

し
て
、
「
悪
徳

の
栄
え
」
事
件

最
高
裁

大
法

　
　
　

廷

判
決

(
以
下
、

「
サ
ド
判
決
」

と
す

る
)
、
「
四
畳
半

襖

の
下
張

り
」
事
件

最

　
　
　

高

裁
小
法

廷
判
決

(以

下
、
「
四
畳
半

判
決
」

と
す

る
)
が

あ
り
、

こ
れ

ら

の

判
決

と
、
そ

の
他

の
主

と
し
て
最

高
裁

の
小
法
廷

の
判
決
が
今

日
ま
で

の
判
例

を
形
成

し

て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
判
決
中

で
は
、
ω
表
現

の
自
由

と

い
え
ど
も
無
制

限

で
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は
な

い
の
で
、
「
わ

い
せ

つ
」

な
性
表

現

に
対

す

る
刑

法

(
一
七

五
条
)

に
よ

る
規
制

は
憲
法

に
違
反

し
な

い
、
②
刑
法

に
言

う

「
わ

い
せ

つ
」

な
文
書

と

は

「
徒
ら

に
性

欲
を
興

奮
又

は
刺

戟

せ
し

め
、

且

つ
普
通

人

の
正
常

な
性
的
羞

恥

心

を
害

し
、
善

良

な
性

的
道
義

観
念

に
反
す

る
も

の
」

(
「
わ

い
せ

つ
」

三
要

件
)

で
あ

り
、

そ

の
概
念

は
不
明
確

で
な

い
、
㈹
文
書

が
わ

い
せ

つ
な
表

現

に

当

た
る
か
否
か

の
判
断

は
事
実

認
定

の
問
題

で
は
な
く
、
法
的
価
値
判

断

(
"

法
解
釈
)

の
問
題
と

し
て

「
社
会

通
念
」

に
照

ら
し

て
裁
判
所
が
行

う

(
以
上
、

チ

ャ
タ

レ
イ
判

決
)
、
ω

「
わ

い
せ

つ
」

性
と
芸
術

性

・
思
想

性
と

は
次

元
が

異
な

る
概
念

な

の
で
、
芸
術
的

・
思
想
的
な
文
書

も

「
わ

い
せ

つ
」
性

を
有
す

る
こ
と
が
あ

り
う

る

(
チ

ャ
タ

レ
イ
判
決
、

サ
ド
判

決
)
、
⑤
文
書

の
個

々
の

章
句

の
部
分

の
わ

い
せ

つ
性

の
判
断
は
、
文
書

全
体

と

の
関
連

で
判
断

さ
れ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い

(全
体
的
考
察
方

法
)

(
サ
ド
判

決
)
、
さ
ら

に
、
㈲

露
骨

で

詳
細

な
描

写
叙

述

の
程
度

・
手

法
、

こ
の
描
写
が

文
書
全
体

に
占

め
る
比
重
、

芸
術
性
等

に
よ
る
性
的
刺
激

の
緩

和

の
程
度

な
ど

の
観
点

か
ら
文
書

を
全
体
と

し
て
見

て
、
主
と
し

て
読
者

の
好
色
的
興
味

に
訴

え
る
も

の
と
認

め
ら
れ

る
か

否

か
な
ど

め
諸
点
を
検
討

し
、

こ
れ
ら

の
事
情

を
総

合

し
て
、

そ

の
時

代

の
社

会
通
念

に
照
ら
し

「
わ
い
せ

つ
」
三
要
件

に
該

当
す

る
か
否

か
を
決
す
る

(
四

畳
半
判
決
)
、
以
上

の
諸
点

に

つ
い
て
の
判
断
が

示
さ
れ

て
い
る
。

こ

の
う
ち
、
四
畳
半
判
決

の
判
断

(
右

の
⑥

の
部
分
)

は
、

チ

ャ
タ
レ
イ
判

決
、

サ
ド
判
決
と

い
う

二

つ
の
大
法
廷
判
決

に
次
ぐ
最
高
裁

の
判

断
と
し

て
重

要

と
考

え
ら
れ
る
も

の
で
あ

り
、
描
写

の
程
度

・
手
法
や
芸
術
性
等

に
よ

る
性

的
刺
激

の
緩

和

の
程
度

(表
現

方
法
)
を
考
慮
事

由

に
入
れ
、

さ
ら

に
、
好
色

的
興
味

に
訴
え

る
か
否

か

(表

現

の
も

た
ら

す
効
果
)
を
も
検
討

項
目

に
入
れ

た
点

は
、
表
現
方
法

や
そ

の
も
た
ら
す
効
果

(
表
現
物
と

し
て

の
性
質
)

に
よ

っ
て
は
、

露
骨

で
詳
細

な
描
写
を
含
む
性
表
現

も
許
容

さ
れ
る
可
能

性
を
示
す

も

の
と
し

て
、
評
価

さ
れ

て
良

い
。

し
か
し
、

こ
の
判
断

も
、
右

の
よ
う

な
諸
点
を
単

に
考
慮
事
由

と
し

て
示

し

た
に
過
ぎ

な

い
の
で
あ

っ
て
、
小
法
廷

の
判

断
と

し
て
の
制
約

の
た

め
、
前
述

の
二
つ
の
大
法
廷
料
決

の
判
例
変
更
を
す

る
も

の
で
は
な
く
、
単

に

「
わ

い
せ

つ
」

性

の
判
断
方
法

を
精

緻
化
し

た
に
と
ど
ま
る
も

の
で
あ

っ
た
。
ま

た
判
決

は
、

端
的
な
春
本

の
み
が

取
り
締
ま

り
の
対
象

で
あ

る
と
し
た
も

の
で
も
な

く
、

最
高

裁
自

身
が

「
春
本
」

で
は
な

い
と
認

め
た

「
四
畳
半
襖

の
下
張
り
」
が
、

な
お

「
わ

い
せ

つ
文
書
」

に
当
た

る
と
し
た

の
で
あ

る
。

結

局
、

チ

ャ
タ

レ
イ
判
決

の
示

し

た
、
判

断

の
基
本

点

(前
述

の
ω

か

ら

④
)

は
、
そ

の
判
断
方

法
が
精
緻
化

さ
れ
た

こ
と
を
除
け
ば
、
今

日
ま

で
変
更

が

な

い
も

の
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。

こ
こ
で
、
特

に
重

要
な

こ
と

は
、

「
わ

い
せ

つ
」

性
判
断
が

「
社
会

通
念
」

に
照
ら

し
て
行
わ

れ
る
法
的
価

値
判

断

で
あ

る
と

い
う
点

(前

述

の
㈲
)

で
あ

る
。

次

章

で
は
、

こ

の
点

に

つ
い
て
チ

ャ
タ

レ
イ
判
決

に
即
し
て
少
し
詳

し
く
検

討

す
る

こ
と

に
す

る
。

な
お
、
右

に
述

べ
た
判
断

は
、

い
ず

れ
も
文
章

に
よ
る

表

現

に
関
す

る
も

の
だ
が
、
最
高
裁

は
、
こ
れ
ら

の
判
断
が

写
真

の
よ
う

な
映

(6
)

像

に
よ

る
表
現

に
も
当

て
は
ま

る
こ
と
を
認

め
て
い
る
。

三

チ
ャ
タ

レ
イ
判

決

に
み
る

「
社
会

通
念
」

お
よ
び

「
性
行
為

の
非
公
然

性

の
原
則
」

前
章

に
お
い
て
述

べ

た
よ
う

に
、

チ

ャ
タ
レ
イ
判
決

は
、
文
書
が

「
わ

い
せ

つ
」
文
書

に
当

た
る
か
否

か
の
判
断

は
、
事
実
認
定

の
問
題

で
は
な
く
、
法

的

価
値

判
断

(
11
法
解

釈
)

の
問
題

と
し

て
、
裁
判
所
が

「社

会
通
念
」

に
照
ら

し

て
こ
れ
を
判

断
す
る
も

の
と
し
た
。

問
題
と
な

る
著

作
は
す

で
に
現
存

し

て

一13一
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お
り
事
実

に
争

い
は
無

い
の
だ

か
ら
、
裁
判

所
は

た
だ
法

を
解

釈
適
用
す
れ
ば

良

い
と
す

る
の
で
あ

る
。

し
か
し
、

チ

ャ
タ

レ
イ
判
決

の
判
示
事
項

は

こ
れ
だ
け

で
は
な
か

っ
た
。

同

判
決

は
右

の
前
提

か
ら
、

実
際

の
著
作
が

「
わ

い
せ

つ
」
文
書

に
当
た

る
か
否

か

の
判
断
も
、
著
作
が
読

者

に
与
え

る
興
奮

・
刺
激
や
読
者
が
抱

く
羞
恥
感
情

の
程

度
も
含

め
て
、
法
的
価

値
判
断

の
問
題

と
し

て
裁
判
所
が
判

断
す

べ
き
も

の
と
し

て

い
る

の
で
あ

る
。
判

決

は
さ
ら

に
、
「
社
会

通
念
」

自
体

も

「
個

々

人

の
認
識

の
集
合

又
は
そ

の
平
均
値

で
な
く
、
こ
れ
を
超
え

た
集

団
意
識

で
あ

り
、

個

々
人
が

こ
れ
に
反

す

る
認
識
を
も

つ
こ
と

に
よ

っ
て
否
定

す

る
も

の
で

は
な

い
」

と
説
明

し
て
お
り
、
実

は
こ
れ
も
規

範
的
概
念

(裁
判

所
が
法
的

な

価
値

判
断
を
行

っ
て
確
定

す

る
)
と
解

し
て

い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

そ
し

て
こ
こ
に
、

チ

ャ
タ

レ
イ
判
決

の
第

一
の
重
要

な
ポ
イ

ン
ト
が
あ

る
。

す

な
わ
ち
、
右

に
見

た
よ
う

に
、
同
判
決

は

「
わ

い
せ

つ
」
性
判

断

の
方
法

か

ら
事
実

認
定

の
要
素

を
排

除
し

て
、
「
社
会
通
念

」

の
何

た
る
か

の
み
な
ら
ず
、

著
作
が
読

者

に
及
ぼ
す
影

響
ま

で
、
す

べ
て
を
裁
判
所
が
判
断

す
る
と
し

た
の

(7
)

で
あ

る
。

こ
れ

に
よ
れ
ば

、
裁
判
所

は
個

々
人

の
意
識

に
よ
り
左
右

さ
れ

る
こ

と
な
く
、
文
書
が

「
わ

い
せ

つ
」
文
書

に
当

た
る

か
否

か
を
、
自

ら

の
判
断

し

た

「
社
会
通
念
」

に
従

っ
て
決

め
る
こ
と
が

で
き

る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、

チ
ャ
タ

レ
イ
判

決

の
内
容
上

の
第

二
の
重
要
な
ポ

イ

ン
ト
は
、
同
判

決
が

、
人
間
社
会

に
は

「
性
行
為

の
非
公
然

性

の
原
則
」

な
る
も

の
が
あ

る
と

し
た
点

で
あ

る
。

最
高

裁
は
、
人
間

に
は
動
物
と
異
な

り
羞

恥
感
情
が
あ

る
の
で
、
未
開
社
会

に
お

い
て
さ
え

「
性

器
を
全
く
露
出

し
て

い
る
よ
う
な
風
習

は
き

わ
め

て
稀

で

あ

り
、
ま
た
公
然

と
性
行

為
を
実
行

し
た
り
す
る

よ
う
な

こ
と
は
な

い
」

こ
と

に
見
ら

れ
る
よ
う

に
、
「
性
行
為

の
非

公
然
性

の
原
則
」
が
あ

り
、

こ
の
原
則

に
反
す

る

「
わ

い
せ

つ
」
書

は
、
羞

恥
感
情
を
抱

か
せ
、

性
秩
序
無
視

を
誘
発

す

る
危
険
を
含

ん

で
い
る
た
め
、

刑
法

上
頒
布
販
売
が
禁

じ
ら
れ

る
の
だ

と
し

て
い
る
。

そ
し

て
、

「社

会
通
念
」

に
は
変

遷
が
あ

る
と

し

て
も

、
そ

の

「超

ゆ

べ
か
ら
ざ

る
限
界
」
と

し
て
こ

の

「
性
行
為

の
非
公
然

性

の
原
則
」
が
あ

る

(8
)

と
す

る
の
で
あ

る
。

最
高
裁

は
右

の
よ
う
な
前
提

か
ら
、

=

一
か
所

に
及

ぶ

「
相
当
大
胆
、
微
細
、

か

つ
写
実

的
」
描

写
を
含

む

『
チ
ャ
タ

レ
イ
夫

人

の
恋
人
』

は
、
「
性
行

為

の

非
公
然
性

の
原

則
」

に
反
し
、
「
羞
恥
感

情
を
害
す

る
」

と
と
も

に
、
「
性
的
欲

望
を
興
奮
刺

戟

せ
し

め
ま
た
善
良

な
性
的
道
義

観
念

に
反
す

る
」

の
で
、
「
社

会
通
念

」
上
許

さ

れ

る
限

界
を

超
え

て
お
り

「
わ

い

せ

つ
」
書

に
当

た
る

と

(9
)

し
た
。

少
な
く
と
も
最
高

裁

の
判
決
中

に
は
、
個

々
の
描
写

に

つ
い
て
の
具
体
的

な

検
討
は
見
ら

れ
ず

、
右

の
判
断

は
結
局

、
性

に
関
す

る
大
胆

、
微

細
、
写
実
的

な
描
写

11
性
行
為

の
非
公
然
性

の
原
則

に
反
す

る
文
書

11

「社
会

通
念
」
上
許

さ
れ
な

い
文
書

H

「
わ

い
せ

つ
」

三
要
件

を
満
た
す
文
書
、

と
す
る
単
純
な

図

式
と
選
ぶ
と

こ
ろ
が

な

い
も

の
で
あ

る
。

こ

こ
に
あ

る
の
は
、
た
だ
、
性

に
関

す

る
露
骨
な
描

写

(
あ

る
い
は
そ

れ
を
含

む
表
現
)

は
、
性

を
隠

す
と

い
う
性

道
徳

に
反

し
、
「
わ

い
せ

つ
」
な
表

現
と

し

て
規
制

さ
れ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い

と
す

る
厳
格

な
倫

理
的
立
場

で
あ

る
と
言
わ
ざ

る
を
え

な

い
。

四

「
社
会
通
念
」

は
変

化
す

る
か
、
あ

る

い
は
変
化

し
た
か

三
章

に
お

い
て
検
討

し

た
チ

ャ
タ

レ
イ
判
決

の
示

し
た
判
断

の
う
ち
、
「
性

行
為

の
非
公
然

性

の
原
則
」

に

つ
い
て
は
、

チ
ャ
タ

レ
イ
判
決

以
後

の
最
高
裁

は
、
確

か
に
こ
れ
を

「
わ

い
せ

つ
」
表
現

規
制
と

の
関

わ
り
で
は
使

っ
て
い
な

一14一



い
。

し
か
し
、
下
級
審

の
判

決

の
中

で
は
比
較
的

最
近
ま

で
使

わ
れ
て
お
り
、

こ

の
原
則

に
基
づ
き
有
罪
が

言

い
渡
さ
れ

た

ケ
ー
ス
も
あ

る
。

た
と
え
ば
、

「
四
畳
半

襖

の
下
張

り
」
事
件

一
審
判

決

は

「
性
行

為

の
非

公

然

性

の
原
則
」
が
性
道
徳

な

い
し
性
風
俗

の
根
幹
を
な

し
て
き

た
こ
と

は
否
定

で
き
な

い
と
し

た
う
え

で
、
「
現
実

に
性

器
が
露
出

さ
れ

た
り
、
性
的

行
為
が

行

わ
れ

て
い
る
の
を
見

る

の
に
比

せ
ら

れ
る
ほ
ど

の
露
骨

か

つ
詳

細
な
性
器

ま

た
は
性
的
行
為

の
描

写

の
あ

る
」
文
書
等

の
公
表

は
、
現
実

の
性
器

の
露
出

や

性
的
行
為

の
公
然

の
実

行
と
変
わ

る
と
こ
ろ
が
な

い
と
し
て
、
性
行
為

の
非
公

然
性

の
原
則

か
ら

「
こ

の
よ
う
な
文
書
等

を
公
表
す

る
こ
と
も
ま

た
禁
止

さ
れ

　
り
　

る

べ
き
」

と
し
て

い
た
。

-

ま

た
、

「
フ
ォ
ー
ク
小
説
、

ふ
た
り

の

ラ
ブ

・
ジ

ュ
ー

ス
」
事

件
控

訴
審
判

決
も
、
「
(社
会

通
念
)

の
根
幹

を
な
す
も

の
は
い
わ
ゆ
る
性
行
為
非
公
然

性

の

原
則

で
あ

り
…
…
性
器
ま

た
は
性
交

、
性
戯
等

の
性

的
行
為

の
状
況
を
、

こ
れ

ら
を

目
の
あ

た
り

に
見

る
の
に
比
せ
ら
れ

る
ほ
ど
露

骨
か

つ
具
体
的

に
描

写
し

　　
　

て
い
る
か
ど
う
か
が
重
要

な
基
準

に
な

る
と

い
う
べ
き

で
あ

る
」

と
す

る
。

こ
の
よ
う

に
、
下
級
審

へ
の

「
性
行
為

の
非

公
然

性

の
原
則
」

の
影

響
力

は

否
定

で
き

な

い
が
、

こ
の
言
葉

を
使

っ
て
い
な

い
多

く

の
判
決

に
も
、

性
器

.

性
交

の
露

骨
か

つ
詳
細

な
描

写
H

「
わ

い
せ

つ
」
表

現
と

い
う
図
式
が

そ

の
ま

ま
受

け
継
が

れ

て
現
在
に

至

っ
て
い
る
と
思

え
る
節

が
あ

る
。

実

際

に
、
あ

る
高
裁
判

決

は
、
「
撮

影

の
意

図

は
、
若

い
女
性

の
裸
体

の
美

し
さ
を
表

現
す

る
こ
と

に
あ

っ
た
と

み
ら
れ
な

い
で
も
な
く

…
…

一
体

の
も

の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と
し
て
鑑
賞
す

る
限

り

に
お

い
て
は
、
猥
褻
感

が
強

い
と
は

い
、兄
な

い
も

の
と

認

め
ら

れ
る
」

写
真
集

に

つ
い
て
、
「
露
出

し
た
陰
部

及
び
陰

毛
が
明

瞭

に
写

し
出
さ

れ
て

い
る
写

真
」
が
含

ま
れ

て

い
る
た
め
、
「
わ
が

国

に
お
け
る
現

下

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
性
風
俗

の
実
情

か
ら
す
れ
ば
、

な
お
猥
褻

性
を
有
す

る
」

と
判
断

し
て
い
る

　ほ
　

の
で
あ
る

(
傍
点
筆
者
)
。

こ

の
判
決

は
四
畳
半

判
決
以
後

の
も

の
で
あ
り
、

こ
こ
か
ら

は
、

チ
ャ
タ
レ

イ
判
決
以
降

の
判
決

へ
の

「
性
行
為

の
非

公
然
性

の
原
則
」

の
隠

然
た
る
影
響

力

を
読

み
取

る
こ
と
が

で
き

る
。

他
方

で
、

下
級
審

の
判
決

の
中

に
は
、

「
社
会
通
念
」

そ

の
も

の
の
変
化

を

認
め
、
そ

の
変
化

を
理
由
と

し
て
被
告

人
を
無
罪
と

し
た
も

の
が

あ

る
。

東
京
地
裁

昭
和

五
σ
年

=

月

二
六
日
判
決

は
、
「
わ

い
せ

つ
の
概

念

は
社

会
通
念

に
よ

っ
て
定
ま
り
、
時
代

の

一
般
文
化
を
背
景

と
し
て
変
遷
す

る
こ
と

を
免
れ
得

な

い
」

と
し
、

さ
ら

に
、

問
題
と
な

っ
た
ビ
デ

オ

テ
ー
プ
が

「
わ

い

せ

つ
」
げ物

に
当
た

る
か
否

か

の
判
断

に
あ

た

っ
て
、

そ
れ
が

「
制
作

・
販
売

さ

れ

た
昭
和

四
六
年
頃

か
ら
現
在

に
至
る
ま

で
の
間

に
お
け
る

一
般
市
民

の
意
識

、

感
情

を
と
ら
え
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
」
と

し
た
う
え
で
、
弁
護
側
提
出

の
ビ
デ

オ
な
ど

の
証

拠
を
基

に

「
い
わ
ゆ
る
ポ

ル
ノ
作

品
」

が

「
大
衆
娯
楽

と
し
て
定

着

し
て

い
る
」
と
判
断

し
た
。

判
決

は
以
上

の
判

断
を
前
提
と

し
て
、

問
題
と

な

っ
た
ビ
デ

オ

テ
ー
プ

(
四
本
)

の
う
ち
、
弁
護

側

提
出

の
ビ

デ

オ
な
ど

と

「質

的
な
相
違

」
が
な

い
三
本

に

つ
い
て

「
わ

い
せ

つ
」

性
を
否
定

す

る
と
と

　
お
　

も

に
、
残
り

の

一
本

の
販
売

に

つ
い
て
も
、

犯
意
が
な

か

っ
た
も

の
と
し
た
。

こ

の
判
決

は
、
「
社
会

通
念
」
を

そ

の
時
代

に
お

け
る

一
般
市

民

の
意

識

・
感

情

そ

の
も

の
と
捉

え
た
う
え

で
、

そ
の
変

遷
を
認

め
た
も

の
で
あ

る
。

ま

た
、
東
京

地
裁

昭
和

五
四
年

一
〇

月

一
九

日
判
決

は
、
「
社
会

通
念
」

を

規
範
的
概

念
と
解

し

た
う
え

で
、

そ
れ
が
、
「
時

と
所

に
よ

っ
て
異

な
り
、

ま

た
、
同

一
の
社
会

に
お

い
て
も
時

の
経

過

に

つ
れ

て
変
遷

す
る
性
質

の
も

の
」

で
あ

る
と
す

る
。

判
決

は
さ

ら
に
、
近

時

に
お
い
て
、

性

に
関
す

る
表
現

の
程

度
が
高

ま
り

つ
つ
あ
り

「
普
通
人
」
が

そ
れ

に
馴

れ
、
受

け
入
れ

る
よ
う

に
変

化

し

つ
つ
あ

る
こ
と
、
捜
査

・
訴
追
機

関
が

こ
れ
を
放
任

し

て
い
る
こ
と
な
ど
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の
事

実
を
挙
げ

て
、

こ

の
よ
う
な

「性
表
現

流
布

に
よ

っ
て
現
時
点
ま

で
に
普

通

人
が
到
達

し

た
前

記

の

『馴

れ
』

『受
容
』

及
び
捜

査
機
関

等

に
よ

る

『放

任
』

の
程
度
を
重
要

な
資

料
と
し

た
う

え
で
…
…
社
会
通
念

に
お
け

る
性
表
現

許
容

の
目
安
を
見
出

す

の
が
妥
当
」
と
す

る
。
同
判
決

は
結
局

、
問
題
と
な

っ

た
単

行
本

の
写
真

は
、

一
般

に
流
布
さ

れ
て

い
る
出
版
物

よ
り
露

骨
さ
、
煽
情

性

な
ど

の
程
度
が
低

く
、

社
会
通
念
上
許
容

さ
れ

る
限
度
を
超

え
て

い
な

い
と

(
14
)

判
断

し
た
。

こ
れ
も
、
普

通
人

の
馴
れ

や
受
容

、
捜
査
機
関

の
放
任

の
程
度
が

社
会

通
念

の
判
断

の
資
料

た
り
得

る
と
す

る
判

断

で
あ

る
。

注

目
す

べ
き

こ
と

は
、
「
社
会
通

念
」
そ

の
も

の

の
変

化
を
認

め
る
こ
れ
ら

の
下
級
審

の
判
断

は
、

い
ず
れ

も
、
「
社
会
通

念
」

の
何

た

る
か

の
判
断

を
事

実
認
定

の
問
題

に
近
づ
け

よ
う
と
し

て
い
る
こ
と

で
あ

る
。

こ

の
よ
う
な
捉
え

方

は
、

「社

会
通
念
」

を
客
観
的

に
判

断
す

る
努

力

の

一
つ
と

し

て
評
価

に
値

し
よ
う
。

五

お
わ
り

に

以
上
、
裁
判

所

に
よ
る

「
わ

い
せ

つ
」
判
断

の
ポ
イ

ン
ト
の

一
つ
で
あ

る
、

「
社
会
通
念
」

の
問
題
を
中
心

に
見

て
き

た
が
、
「
社

会
通
念
」
を

「事
実
」

と

し

て
捉
え
、

さ
ら

に
そ

の
変
化

を
認

め
よ
う
と
す

る
考

え
方

は
、
今

日
ま
で
裁

判
所
内
部

で
は
多

数
派
と

は
な

っ
て

い
な

い
。

む
し
ろ
、
昭
和

五
六
年

の
東

京

高
裁
判

決

(
前
掲

注
(
12
)
)

に
見

ら
れ

た
よ
う

に
、

「
ポ

ル

ノ
」

と

は
異

な
る

ヌ
ー
ド
写
真
集

さ
え
、
裁
判
所

は

「
わ

い
せ

つ
」
書

と
し

て
葬

っ
て
き

た

の
で

あ

る
。

最
高
裁

は
、

昭
和

五
五
年

に
小
法

廷

で

「
わ

い
せ

つ
」

性
判
断

の
手
法

を
精

緻
化

し
た
が

(
四
畳
半
判
決
)
、

「社
会

通
念
」
が

「事
実

」

の
問
題

で
な
く
法

的
価
値
判
断

の
問
題

で
あ

る
と

い
う
点

に

つ
い
て
は
、
今

日
に
至
る
ま
で
判
例

変
更
が

な
さ
れ

て
お
ら
ず
、

ま
た

「
性
行
為

の
非

公
然
性

の
原
則
」
が

現
在
も

な

お
通
用
す

る
原
則
な

の
か
否
か
に

つ
い
て
の
裁
判
所

の
明
確
な
判
断

も
存

在

し
な

い
。

性
表
現

の
規
制
緩

和
傾
向
が
指
摘

さ
れ
、
取
締
側

の
姿
勢

に
も
明
ら

か
な
変

化
が
見
ら
れ

る
中

で
、
少
な
く

と
も
右

の
点

に

つ
い
て

の
、
少
な
く
と
も
最
高

裁
判
所

の
判
断

は
明
確

に
は
変

わ

っ
て

い
な

い
の
で
あ

る
。

現
行

の
制
度

の
下

で
は
、
裁
判
所
が

「
社
会
通
念
」

に
基

づ

い
て

「
わ

い
せ

つ
」

性
を
判

断
す

る

こ
と

は
や
む

を
得

な

い
と
し

て
も
、

「
社
会
通

念
」

の
何

た
る
か
が
事
実
認
定

の
問
題

で
な

い
こ
と
は
、
結
局
、
す

べ
て
を
裁
判
官

の
専

門
的

判
断

(主
観

を
入
れ

る
余
地
が
全

く
な

い
と

は
言
え

な

い
)

に
委
ね

る
こ

と
を
意
味
す

る
。

そ
し

て
、
裁
判
官
が

「
事
実

」
と

し
て

の

「社

会
通
念
」

で

は
な
く
、
「
性
行

為

の
非

公
然
性

の
原
則
」

の
隠
然

た
る
影
響

力

に
捕

わ
れ

て

判
断

を
行
う
な

ら
ば

、
裁

判
と
な

っ
た
場

合

に
、
様

々
な
表
現
手

段

に
よ
り
性

に
真

摯

に
取
組

む
作

品

に
さ

え
、
そ

の
表

現

の
態
様

に
よ

っ
て

は

「
わ

い
せ

つ
」

と
判
断
さ

れ
る
恐
れ
が
付
き
ま
と
う

こ
と

に
な

る
。

こ

の
よ
う

に
、
「
社
会

通
念
」

の
判

断
が
判

例
上
裁

判
官

に
完

全

に
委

ね
ら

れ

て
し

ま

っ
て
い
る

こ
と

に
、

「
わ

い
せ

つ
」

と

い
う
問
題
が

市
民

(表
現

者

お
よ
び
受

け
手

の
双
方
)

に
と
り
分

か
り
に
く

い
原
因

の
最
大

の

一
つ
が

あ

る
。

最
高
裁

の
判
事

の
中

に
さ
え
、
「
硬
直

し
た
社
会
通

念
」
を
批
判

し
、

「
わ
が
国

の
社
会

の
実
態
」

に
即

し
た

「
社
会
通
念
」

を
事
実

を
考
慮

し
て
捉

え
る
こ
と

(15
)

を
説

く
判

事
が

い
る
の
で
あ

る
。

な
お
、

本
小
論

で
は
、

問
題

点

の
極

一
部

を
示
し
た

に
す
ぎ
な

い
。

よ
り
詳

細
な
検
討

は
別

の
機
会

に
譲

り
た

い
。
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注

(
1
)

ロ
レ
ン
ス
著

・
伊
藤
整

訳

・
伊
藤
礼
補
訳

『
チ

ャ
タ
レ
イ
夫
人

の
恋

人
』

(新
潮
文
庫

・

一
九
九

六
年
)
。

同
様

に
、
最
高
裁

に
よ
り

「
わ
い
せ

つ
」

と
判
断

さ
れ
た
、

マ
ル
キ

・
ド

・
サ
ド
著
、
澁
沢
龍

彦
訳

『悪
徳

の
栄
え

(続
)
』

(現

代
思
潮
社

・
一
九
九
五
年
)
も
復
刊

さ
れ

て
い
る
。

(
2
)

本
稿

を
ま
と

め
る
に
当

た
り
、
大
塚
仁

ほ
か
編

『
大

コ
ソ
メ

ン
タ
ー

ル

刑
法
』
第

七
巻

(
青
林
書
院

・
一
九
九

一
年
)

一
六
か
ら
五

八
頁

か
ら
多

く

の
示
唆

を
得
た
。

(
3
)

最
大
判

昭
和
三

二
年

三
月

=

二
日

(
刑
集

一
一
巻

三
号
九
九
七
頁
)

(
4
)

最
大
判

昭
和
四
四
年

一
〇
月

一
五
日

(
刑
集

二
三
巻

一
〇
号

一
二
三
九

頁
)

(
5
)

最

二
小
判

昭
和

五
五
年

=

月

二
八
日

(
刑
集

三
四
巻

六
号

四

三
三

頁
)

(
6
)

最

三
小
判

昭
和

五
八
年

三
月

八
日

(
刑
集

三
七
巻

二
号

一
五
頁
)

(
7
)

チ

ャ
タ

レ
イ
判

決
、

一
〇

〇

五
か
ら
六
頁
。
従

っ
て
、
「
一
般

人

の
読

後

感
等
」

は
参
考

と
し

て
の
意
味

を
持

つ
に
過
ぎ

な

い
の
で
あ
り

(
サ
ド

判
決
、

一
二
四

八
頁
)
、
当
事
者

が
証

人
や
証
拠

を
も

っ
て
裁
判
所

の
判

断
を
覆
す
手

立
て
は
、
事
実
上
封

じ
ら
れ

て
い
る
と
言

え
る
。

(
8
)

チ
ャ
タ

レ
イ
判

決
、

一
〇

〇
四

か
ら
七
頁
。

「性

行
為

の
非
公
然

性

の

原
則
」

に

つ
い
て
は
、
わ
が
国
上
代

の
風
俗
習
慣
を
例

と
し

て
、
多
数
意

見

の
よ
う
な
時
代

と
民
族
を
超
越

し
た

「
絶
対
的

の
猥
褻

の
限
界
を
設
け

よ
う
と
す

る
考

え
方
」

を
批
判
す

る
、
真

野
毅
裁
判
官

の
補

足
意
見
が
参

考

に
な

る

(同
判
決
、

一
〇

=
二
頁
以

下
)
。

(
9
)

チ

ャ
タ
レ
イ
判
決
、

一
〇
〇
七
頁
。

(
10
)

東

京
地
判
昭
和

五

一
年

四
月

二
七

日

(
刑
裁

月
八
巻

四
11
五
号

二
八
九

頁
)

二
九

三
か
ら

四
頁
。

た
だ
し
、
控
訴
審

で
あ

る
東
京
高
判

昭
和

五
四

年

三
月

二
〇

日

(高

刑
集

三

二
巻

一
号

七

一
頁
)
お
よ
び
上
告
審
判

決
中

で
は
、
「
性
行
為

の
非

公
然
性

の
原
則
」

へ
の
言
及

は
な

い
。

(
11
)

大

阪
高
判
昭
和

五
四
年

三
月
八

日

(判
時

九

二
三
号

=
二
七

頁
)

一
三

八
頁
。

最
高
裁
も
上
告
棄

却
し

て
確
定

し
て

い
る

(
最

二
小
判

昭
和

五
五

年

=

月

二
八

目
、
判

タ
四

二
六
号
七

五
頁
)
。

(
12
)

東
京

高
判
昭
和

五
六
年

一
二
月

二
四
日

(判

時

一
〇

二
四
号

二
三
頁
)

三

二
頁
。

こ

の
判

決

は
刑

法

一
七

五
条

に
関

す

る

も

の
で

は

な

く
、

ω
d
Z

芝

〉
菊
ζ
国
u

Z
⊂
U
国
ω
と

い
う
写
真
集

の
輸

入

に
対
す

る
税

関
検

査

の
合
憲

性
な
ど
が
争

わ
れ
た
事
件

の
差
戻

し
後

の
高
裁
判
決

で
あ

る
。

(
13
)

い
わ
ゆ

る
日
活
ポ

ル
ノ
ビ
デ

オ
事
件

一
審
判
決

(
「
参
考

一
審

判
決
」

と

し

て
、
判
時

九

五

一
号

二
八
頁

に
登
載
)
。

但

し
、
控

訴
審

判
決

(東

京
高
判

昭
和

五

三
年

三
月

二
日
、
刑
裁
月

一
〇
巻

三
号

一
五

一
頁
)

は
、

一
審
判

決

の

「
社
会
通
念
」

の
捉
え
方
を
否
定

し
て
、
四
本
全
部

に

つ
い

て

「
猥

せ

つ
性
を
も

つ
も

の
」

と
認

め
た

(
一
五
四
か
ら
六

一
頁
)
。

(
14
)

い
わ
ゆ
る
愛

の

コ
リ
ー
ダ
事
件

一
審
判
決

(刑
裁

月

=

巻

一
〇
号

一

二
四
七
頁
)

一
二
五
五
か
ら
六
三
頁
。
控
訴
審

で
あ

る
東

京
高
判
昭
和

五

七
年

六
月
八
日

(
刑
裁
月

一
四
巻

五

11
六
号

三

一
五
頁
)

も
控
訴
を
棄
却

し

て
無

罪
判
決

を
支
持

し

た
。
特

に
、
「
社
会

通
念
」

の
判

断

に
あ

た

っ

て

「
裁
判
所
が

性
表
現

に
対
す

る
普

通
人

の
意
識

を
重

要
な
資
料

の
ひ
と

つ
と
す

る
こ
と
」

に

つ
い
て
は
、

明
確

に
支
持
す

る

(
ゴ
ニ

七
頁
)
。

(
15
)

最

三
小
判

昭
和
五
八
年

三
月

八
日

(
前
掲
注

(
6
)
)
、

二
二
頁
、
伊
藤

正
己
補
足
意
見
。
・
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